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給付型幼稚園・認定こども園（教育部分） 

宇都宮市にお住まいの方における幼児教育・保育の無償化について 
給付型幼稚園（認定こども園（教育部分）含む）に通う方で無償化を受けていただくためには，お住ま

いの自治体から認定を受ける必要があります。 

１ 認定申請について 

給付型幼稚園又は認定こども園（教育部分）を利用する方は無償化を受けていただくために，保護

者の申請により，次の１号認定を受ける必要があります。 

さらに，預かり保育の無償化も希望される方は，１号認定に加え，次の新２号認定又は新３号認定

（非課税世帯のみ）を併せて受ける必要があります。各認定の申請は，施設を通じて認定希望月の前

月２０日までに市保育課へご提出ください（施設により期限が異なる場合がありますので，在籍園に

ご確認ください。）。 

１号認定 新２号認定 新３号認定 
（年齢等の条件） 
満３歳以上 

（年齢等の条件） 
・３歳児クラス以上 
・「保育を必要とする事由」に
該当 

（年齢等の条件） 
・満３歳児 
・市町村民税非課税世帯 
・「保育を必要とする事由」に該当 

（無償化対象範囲） 
・教育時間の保育料 

（無償化対象範囲，上限額） 
・預かり保育の保育料 
 利用日数×４５０円 
（月額上限 11,300 円） 

（無償化対象範囲，上限額） 
・預かり保育の保育料 
 利用日数×４５０円 
（月額上限 16,300 円） 

（有効期間） 
満３歳の誕生日から小学校就
学の始期に達する前日まで 

（有効期間） 
効力発生日から小学校就学の
始期に達する前日まで※ 

（有効期間） 
効力発生日から３歳児クラスに達する
前日まで※ 

（提出書類） 
・ 支給認定申請書 

（提出書類） 
・ 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書（法第３０条の
４第２号・第３号） 

・ 就労証明書等の保育を必要とする事由（要件）が確認できる書類 

※ 保育を必要とする事由（要件）に該当しなくなった場合は，認定期間が終了します。 

〇 保育を必要とする事由（要件）と必要となる書類 

新２号及び新３号認定の認定申請は，保護者からの申請に基づき，以下の基準で認定します。 

ただし，新２号認定及び新３号認定は遡っての認定は行いませんので，ご注意ください。 

保育を必要とする事由 認定に必要な書類 

１か月当たり，６４時間以上の就労を常態と
している（する）こと 

就労証明書（会社勤務または自営業主及び専従者等） 
※就労証明書は所定用紙に勤務先（自営業主の場合は
ご自身）で記入していただきます。 

妊娠中であるか，出産後間もないこと 
（出産予定日の前後２か月の最大５か月） 

新生児の母子健康手帳のコピー（表紙と出産予定日が
確認できるページ） 

保護者が疾病，負傷，精神もしくは身体に障
がいを有していて，保育が困難であること 

１ 医師の診断書（保育が困難と判断できる診断書） 
２ 障がい者手帳・療育手帳等のコピー（氏名と障が
い程度が分かるページ） 

※ １又は２のどちらかをご提出ください。 

同居の親族（長期間入院等している親族を含
む）を常時介護又は看護していること 

１ 医師の診断書等，被介護者の介護・看護の必要性
が分かるもの 

２ 介護計画表（市の所定用紙） 
※ １と２の両方ご提出ください。 

就学・技能習得していること 

１ 学生証（在学証明書）のコピー，受講の証明がで
きるもの 

２ カリキュラム表など，日中の保育ができない時
間・日数が確認できるもののコピー 

※ １と２の両方ご提出ください。 

災害復旧にあたっていること 罹災証明書等 

虐待やＤＶのおそれがあること 第三者機関の証明 
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問合せ先 

宇都宮市保育課入所・給付グループ 

０２８－６３２－２３９３ 

求職活動をしていること 
（最長，３か月） 

１ 求職活動専念申立書（市の所定用紙） 
２ ハローワーク受付票（カード）・雇用保険受給証
明書のコピー（いずれか提出） 

※ ２は所持している場合のみご提出ください。 
育児休業を取得していること 
※ 既に在園している場合のみ対象 
（育児休業期間の満了日の月末 
 ただし，育児休業対象児童が満１歳になる
月末まで） 
※ 入園と同時の育休認定は出来ませんので
ご注意ください。（翌月からは可） 

１ 就労証明書の 12「産前・産後休業の取得」，13「育
児休業の取得」，14「復職(予定)年月日」各欄を記入 

２ 育児休業の取得期間がわかる証明 

※ １又は２のどちらかをご提出ください。 

（注）保育を必要とする事由（要件）について虚偽の申請を行った場合，過料が科されることがあります。 

２ 認定後の認定内容の変更手続き 
※ 各書類は在籍園を通じて市保育課までご提出ください。 

各種様式は市ホームページからダウンロードいただくか，在籍園にご相談ください。 

（１）住所が変わる場合 

引越し等により住所が変わる場合は，在籍園にご連絡いただき，速やかに「変更届」をご提出

ください。 

   特に，住所地が宇都宮市外に変更となる方は，在籍園にご連絡いただき，速やかに宇都宮市民

としての「退所届」をご提出ください。引き続き同じ施設に通園する場合は，住所変更先の自治

体で保護者の方の申請により認定を受ける必要がありますので，ご注意ください（自治体によっ

ては，事前に認定申請を受けていない場合，認定を受けることができない場合があります。）。 

（２）新２号認定又は新３号認定における保育を必要とする事由（要件）を変更する場合 

   就労や退職，勤務時間の変更など，新２号認定又は新３号認定申請時の保育を必要とする事由

（要件）が変更となる場合は，速やかに在籍園にご連絡いただき，「施設等利用給付認定変更届」

と変更後の「保育を必要とする事由（要件）が確認できる書類」をご提出ください。保育を必要

とする事由（要件）がなくなる（１号認定のみになる）場合は，「施設等利用給付認定変更届」に

要件がなくなる日をご記入いただき，ご提出ください。 

（３）新２・３号認定を追加又は取り消す場合 

   変更希望月の前月２０日までに次の書類を施設を通じて市保育課までご提出ください。 

① １号認定に加え，新２号認定又は新３号認定を申請する場合 
「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書（法第３０条の４第２号・第３号）」 
「就労証明書等の保育を必要とする事由（要件）が確認できる書類（両親世帯の場合は父母
それぞれ必要）」 

② 新２号認定又は新３号認定の保育を必要とする事由（要件）がなくなり，１号認定のみに変

更する場合※ 

「施設等利用給付認定変更届」 

※ 保育を必要とする事由（要件）により認定期間が満了となる場合は提出不要です。 

（４）現況届の提出について 

新２号認定又は新３号認定を受けた方は，毎年１月頃に翌年度分（４月以降分）の保護者の方

の「保育を必要とする事由（要件）の確認書類」と「現況届」の提出が必要となります。必要書

類は，在園中の施設を通じて配付されますので，期日までに必要書類をご提出ください。 

（５）退園（退所）する場合 

在園施設にご連絡いただき，「退園（退所）届」をご提出ください。 


